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BEPS行動計画 10： 

クロスボーダーのコモディテ

ィ取引に係る移転価格上の取

扱いに関するディスカッショ

ンドラフト 

 

2014年 12月 16日、OECDは BEPS行動計画 10に関わる「クロスボーダ
ーのコモディティ取引に係る移転価格上の取扱い（ディスカッションドラ
フト）」（以下「ディスカッションドラフト」）を公表した。当該ディス
カッションドラフトは、税源浸食と利益移転（Base Erosion and Profit 

Shifting 、以下「BEPS」）につながるクロスボーダーのコモディティ取引
に係る移転価格問題について検討したものである。 

 

ディスカッションドラフトは BEPS行動計画 10の一部である。当該行動
計画では、第三者との間では発生しないか、もしくは極めて稀にしか発生
しない取引を関連者間で行うことにより生じる BEPSを防止するルールを
策定する必要性に触れ、よく見られる税源浸食につながる支払を規制する
移転価格ルールまたは特別な措置を設ける必要があるとしている。 

 

ディスカッションドラフトでは、以下のことが提言されている。 

 

i. 「OECD移転価格ガイドライン」（以下「移転価格ガイドライ
ン」）の第二章に、関連者間のコモディティ取引に対する独立価
格比準法（Comparable Uncontrolled Price Method、以下「CUP

法」）の適用に関する指針を追加すること。 

 

ii. CUP法で用いられる相場価格の信頼性を高めるための相場価格に
対する調整方法について、税務および発展プロジェクト（Tax and 

Development Program）において研究を行うこと。まず、鉄鉱石、
銅、金商品について研究する。 

 

ディスカッションドラフトに対するコメントの募集期限は 2015 年 2 月 6

日であり、2015年 3月 19日、20日にディスカッションドラフト（その他

のトピックを含む）に関するパブリックコンサルテーションが実施される
予定である。BEPS行動計画 10に関する最終的な提言は 2015年 9月に公
表される予定である。 

 

独立価格比準法 

 

OECDが関連者間のコモディティ取引（コモディティは、ディスカッショ 
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ンドラフトにおいて、“独立企業間での価格設定に相場価格が用いられる実物商品”と定義付けられている）に係る移
転価格問題に対して検討を行っているのは、以下の要因によって生じる BEPSに多くの国が懸念を示しているからであ
る。 

 

 納税者が最も有利な相場価格を採用することを可能にする価格設定日の選択 

 

 相場価格に対する多額の調整およびサプライチェーンにおけるその他の関連者（例えば、加工、運送、販売ま

たはマーケティング機能を担う企業）からコモディティ生産国の納税者への多額の費用請求 

 

 明らかに限られた機能しか担わない企業（免税であるか、または税率の低い租税上不透明な地域に所在する可
能性がある）のサプライチェーンへの関与 

 

上記の問題に対処するため、OECDは移転価格ガイドラインに解釈および追加的な指針を加えることを提言している。
ディスカッションドラフトでは特に、以下のような趣旨の追加的な指針を移転価格ガイドラインの第二章に加えること

を提言している。 

 

 相場価格または公開価格が入手可能な関連者間のコモディティ取引については、CUP法が適切な移転価格算定
方法となり得る。 

 

 CUP法の下で、相場価格または公開ルートから入手可能な価格は、関連者間のコモディティ取引の独立企業間
価格を決めるための参考として用いることができる。 

 

 取引当事者によって合意された実際の価格設定日に関する証拠がない場合、関連者間のコモディティ取引につ
いてみなし価格設定日を採用する。 

 

ディスカッションドラフトでは、「相場価格」には様々な源泉があると述べている。これらの源泉には、商品取引所、
価格報告機関あるいは統計機関、または政府系の価格設定機関等が含まれる。独立の第三者間で価格報告機関または統

計機関の公布する価格あるいは価格指数が使用される場合、当該価格あるいは価格指数は、関連者間取引が独立取引の
原則に従っているか否かを判断するための参考とすることができる。価格指数を参考として使用する場合には、第三者
とのコモンディティ取引価格の交渉において、実際の取引価格と参考にした価格指数との乖離がどのように生じたかと
いうことを説明することが必要になるであろう。なお、価格指数を独立企業間価格の参考とする方法は、“コモンディ
ティ”の定義を満たす商品の範囲を拡大することになるかもしれない。 

 

ディスカッションドラフトでは、関連者間のコモンディティ取引に CUP法を適用した場合に用いられるだろう調整方法

の例を複数挙げている。調整される要素には、物理特性と品質、取引量、取引時点と引渡条件、必要とされる加工の程
度、運輸コスト、保険料および外貨取引条項等が含まれる。さらに、中国のような新興市場国の場合、納税者は、輸出
入制限、外貨および資本規制、クロスボーダーヘッジ等のその他の要素に係る調整についても考慮に入れる必要がある
かもしれない。CUP法が関連者間のコモンディティ取引を検証する際に優先適用すべき方法であるとされた場合、CUP

法以外の方法で関連者間のコモディティ取引をサポートしようとする納税者は、その主たる方法による検証結果と CUP

法による検証結果とをどのように調和させるのかということについても考えることが必要になるかもしれない。 

 

ディスカッションドラフトは、価格設定日が比較可能な独立企業間価格の基準の選択に与える影響についても、移転価
格ガイドラインに指針を加えることを提言している。価格設定日に関する明確な方針あるいは文書の整備されていない
納税者は、出荷日がみなし価格設定日として用いられることを回避するため、関連者間取引の価格設定日に関する文書
を作成（かつ実務上も運用）しておくことを検討する必要がある。 
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